
（平成２５年２月６日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 11 件

国民年金関係 1 件

厚生年金関係 10 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 8 件

国民年金関係 4 件

厚生年金関係 4 件

年金記録確認大阪地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



大阪国民年金 事案 6478 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成 14 年２月及び同年３月の国民年金保険料については、納付し

ていたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 55 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 14 年２月及び同年３月 

20 歳になった頃に年金手帳が送付されたが、当時、私は短大生であった

ので学生納付特例の申請手続を行った。 

しかし、短大卒業後の国民年金保険料については、未納期間が無いよう

に心掛けながら私自身が納付していた。また、自身が納付することができ

ない時は、母に納付を依頼することもあり、平成 14 年頃にアルバイト先を

退職する前後２回ないし３回ほど、母に頼んで納期限が迫った保険料を納

付してもらった記憶がある。 

申立期間の国民年金保険料が未納とされているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の国民年金保険料について、申立人又はその母親が納付

したと申し立てているところ、申立期間の保険料を納付したとする平成 14 年

４月において、申立期間の保険料は現年度納付することが可能である。 

また、申立人は、平成 12 年４月以降の国民年金被保険者期間において、申

立期間及び平成 12 年度の学生納付特例期間を除き国民年金保険料を完納して

いる上、15 年度の学生納付特例期間については平成 17 年に追納しており、納

付意識の高さがうかがえる。 

さらに、申立人は、申立期間の国民年金保険料について、「平成 14 年頃に

アルバイト先を退職する前後２回ないし３回ほど、母に頼んで納期限が迫った

保険料を納付してもらった記憶がある。また、母は、兄の保険料も一緒に納付

したと思う。」とし、また、その母親も同様の陳述をしているところ、ⅰ）申

立人及びその兄のオンライン記録を見ると、申立人の申立期間前後の保険料の

納付日は、その兄の保険料の納付日と３回（平成 13 年 12 月 13 日、14 年４月



23 日及び同年同月 25 日）にわたり一致していること、ⅱ）申立人提出の自身

名義の預金通帳を見ると、平成 13 年５月から 14 年２月まで、毎月 25 日前後

にアルバイトの給与が振り込まれていることが確認でき、申立人は、アルバイ

ト先を同年２月頃に退職したと推認されることから、陳述内容と符合する上、

その母親は、申立人の兄の保険料を同年３月まで納付しながら、申立人の申立

期間の保険料を納付しないことは考えられないと明確に陳述していることを

踏まえると、申立人の申立期間の保険料についてのみ、その母親が納付しなか

ったとするのは不自然である。 

加えて、ⅰ）申立人は、申立期間当時の国民年金保険料について、「自身の

アルバイトの給与等を預金していた銀行口座から引き出しており、お金が無く

納付できなかったことはなかった。」と陳述しているところ、申立人名義の預

金通帳を見ると、当時、預金残高が 36 万円以上あることが確認できること、

また、ⅱ）申立人の母親も、「基本的には、申立人からお金と納付書を受け取

り納付していたが、保険料を一時的に立て替えて納付することもあり、当時、

夫の給与のほかに、銀行預金及び 100 万円弱のお金が常に手元にあったので、

申立人の兄の保険料と一緒に申立人の保険料を上乗せして納付することは可

能であった。」と具体的に陳述していることなどを踏まえると、申立人の主張

の信ぴょう性は高いものと考えられる。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 



大阪厚生年金 事案 13710 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を

平成元年３月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 15 万円とすることが

必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 39 年生 

    住    所 ：  

                           

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成元年２月 28 日から同年３月１日まで  

年金事務所から送付された「第三者委員会によるあっせん事案における同

僚へのお知らせ文書」により、Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の

被保険者記録が無いことが分かった。申立期間も退職することなく、継続し

て同社に勤務していたので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として

認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

事業主の陳述から判断すると、申立人が申立期間もＡ社に継続して勤務して

いたことが認められる。 

また、事業主は、「申立人は、申立期間の前後もＡ社及びＢ社から派遣され

た先の事業所で継続して勤務しており、業務内容及び勤務形態に変更はなか

った。」旨陳述している上、申立人と同様に平成元年２月 28 日にＡ社におい

て厚生年金保険被保険者の資格を喪失し、同年３月１日付けで、Ｂ社におい

て被保険者資格を取得している複数の元同僚のうち、一人が保管する申立期

間の前後の給与明細書を見ると、厚生年金保険料が継続して控除されている

ことが確認できる。 

さらに、上記の元同僚のうち、別の一人は、「申立期間は社名変更の行われ

た時期であり、自身はＡ社の派遣社員として派遣先事業所で勤務した後、平

成元年３月からはＢ社の派遣社員として継続して勤務していた。」旨陳述し



ている。 

これらの事実を総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたものと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人に係る平成元年１月の社

会保険事務所（当時）の記録から 15 万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行について、事業主

は納付したはずであるとしているが、これを確認できる関連資料及び周辺事

情は見当たらない。一方、事業主が資格喪失日を平成元年３月１日と届け出

たにもかかわらず、社会保険事務所がこれを同年２月 28 日と誤って記録する

ことは考え難いことから、事業主が同日を資格喪失日として届け、その結果、

社会保険事務所は申立人に係る同年２月の保険料について納入の告知を行っ

ておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付され

るべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主

は、申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。



大阪厚生年金 事案 13711 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を

平成元年３月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を９万 8,000 円とするこ

とが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 44 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成元年２月 28 日から同年３月１日まで  

年金事務所から送付された「第三者委員会によるあっせん事案における同

僚へのお知らせ文書」により、Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の

被保険者記録が無いことが分かった。申立期間も退職することなく、継続し

て同社に勤務していたので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として

認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

複数の元同僚の陳述から判断すると、申立人が申立期間もＡ社に継続して勤

務していたことが認められる。 

また、申立人と同様に平成元年２月 28 日にＡ社において厚生年金保険被保

険者の資格を喪失し、同年３月１日付けで、Ｂ社において被保険者資格を取得

している複数の元同僚は、「申立期間の前後もＡ社及びＢ社から派遣された先

の事業所で継続して勤務しており、業務内容及び勤務形態に変更はなかった。」

旨陳述している上、このうちの一人が保管する申立期間の前後の給与明細書を

見ると、厚生年金保険料が継続して控除されていることが確認できる。 

さらに、上記の元同僚のうち一人は、「申立期間は社名変更の行われた時期

であり、自身と申立人はＡ社の派遣社員としてそれぞれの派遣先事業所で勤務

した後、平成元年３月からはＢ社の派遣社員として継続して勤務していた。」

旨陳述している。 



これらの事実を総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたものと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人に係る平成元年１月の社

会保険事務所（当時）の記録から９万 8,000 円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行について、事業主

は納付したはずであるとしているが、これを確認できる関連資料及び周辺事情

は見当たらない。一方、事業主が資格喪失日を平成元年３月１日と届け出たに

もかかわらず、社会保険事務所がこれを同年２月 28 日と誤って記録すること

は考え難いことから、事業主が同日を資格喪失日として届け、その結果、社会

保険事務所は申立人に係る同年２月の保険料について納入の告知を行ってお

らず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき

保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立

期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。



大阪厚生年金 事案 13712 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を

平成元年３月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 10 万 4,000 円とする

ことが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 39 年生 

    住    所 ：  

                           

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成元年２月 28 日から同年３月１日まで 

年金事務所から送付された「第三者委員会によるあっせん事案における同

僚へのお知らせ文書」により、Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間

の被保険者記録が無いことが分かった。申立期間も退職することなく、継

続して同社に勤務していたので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間

として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

事業主の陳述から判断すると、申立人が申立期間もＡ社に継続して勤務して

いたことが認められる。 

また、事業主は、「申立人は、申立期間の前後もＡ社及びＢ社から派遣され

た先の事業所で継続して勤務しており、業務内容及び勤務形態に変更はなかっ

た。」旨陳述している上、申立人と同様に平成元年２月 28 日にＡ社において

厚生年金保険被保険者の資格を喪失し、同年３月１日付けで、Ｂ社において被

保険者資格を取得している複数の元同僚のうち、一人が保管する申立期間の前

後の給与明細書を見ると、厚生年金保険料が継続して控除されていることが確

認できる。 

さらに、上記の元同僚のうち、別の一人は、「申立期間は社名変更の行われ

た時期であり、自身はＡ社の派遣社員として派遣先事業所で勤務した後、平成

元年３月からはＢ社の派遣社員として継続して勤務していた。」旨陳述してい



る。 

これらの事実を総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたものと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人に係る平成元年１月の社

会保険事務所（当時）の記録から 10 万 4,000 円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行について、事業主

は納付したはずであるとしているが、これを確認できる関連資料及び周辺事情

は見当たらない。一方、事業主が資格喪失日を平成元年３月１日と届け出たに

もかかわらず、社会保険事務所がこれを同年２月 28 日と誤って記録すること

は考え難いことから、事業主が同日を資格喪失日として届け、その結果、社会

保険事務所は申立人に係る同年２月の保険料について納入の告知を行ってお

らず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき

保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立

期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。



大阪厚生年金 事案 13713 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を

平成元年３月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 10 万 4,000 円とする

ことが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 39 年生 

    住    所 ：  

                           

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成元年２月 28 日から同年３月１日まで 

年金事務所から送付された「第三者委員会によるあっせん事案における

同僚へのお知らせ文書」により、Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間

の被保険者記録が無いことが分かった。申立期間も退職することなく、継続

して同社に勤務していたので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間とし

て認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及び元同僚の陳述から判断すると、申立人は、申立期

間もＡ社に継続して勤務していたことが認められる。 

また、申立人と同様に平成元年２月 28 日にＡ社において厚生年金保険被保

険者の資格を喪失し、同年３月１日付けで、Ｂ社において被保険者資格を取得

している複数の元同僚は、「申立期間の前後もＡ社及びＢ社から派遣された先

の事業所で継続して勤務しており、業務内容及び勤務形態に変更はなかった。」

旨陳述している上、このうちの一人が保管する申立期間の前後の給与明細書を

見ると、厚生年金保険料が継続して控除されていることが確認できる。 

さらに、上記の元同僚のうち、一人から提出されたＢ社発行の在籍証明書

を見ると、Ａ社からＢ社に継続して勤務しており、同社への異動日は、平成元

年３月１日であることが確認できる。 

これらの事実を総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金



保険料を事業主により給与から控除されていたものと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人に係る平成元年１月の

社会保険事務所（当時）の記録から 10 万 4,000 円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行について、事業

主は納付したはずであるとしているが、これを確認できる関連資料及び周辺事

情は見当たらない。一方、事業主が資格喪失日を平成元年３月１日と届け出た

にもかかわらず、社会保険事務所がこれを同年２月 28 日と誤って記録するこ

とは考え難いことから、事業主が同日を資格喪失日として届け、その結果、社

会保険事務所は申立人に係る同年２月の保険料について納入の告知を行って

おらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべ

き保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申

立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。



大阪厚生年金 事案 13714 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の、申立期間に係る標準報酬月額については、３万円に訂正すること

が必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20 年生 

    住    所 ：  

                           

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 41 年 10 月１日から 44 年７月１日まで 

夫の厚生年金保険の加入記録状況を年金事務所に照会したところ、夫がＡ

社に勤務した期間のうち、申立期間の標準報酬月額については、昭和 41 年

10 月１日付けで、前年 10 月の定時決定額と同じ３万円と記録されていたも

のが、なぜか 7,000 円に減額訂正されていることが分かった。 

申立期間は、裁判所から解雇無効とされた期間であり、減額訂正される理

由がないので、夫の申立期間の標準報酬月額を、昭和 40 年 12 月＊日付け解

雇前の３万円に戻してほしい。 

（注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求め

て行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、申立人の申立期間

に係る標準報酬月額は、昭和 40 年 10 月の定時決定において、３万円と記録さ

れていたところ、41 年 10 月の定時決定で、一旦、同額の３万円と決定された

後、7,000 円に訂正され、同社が厚生年金保険の適用事業所ではなくなった日

（昭和 44 年７月１日。以下「全喪日」という。）まで継続していることが確

認できる。 

また、前述の被保険者名簿において、昭和 40 年 12 月８日に被保険者であっ

た 114 人（申立人を含む。）全員について、被保険者資格の喪失処理がなされ

ており、そのうち 61 人が 41 年５月 26 日付けで、当該資格の喪失を取り消さ

れた後、同年 10 月１日以後に被保険者資格が継続している 51 人について、申

立人と同様に同年 10 月の定時決定の記録が、一旦、決定した額から 7,000 円

に訂正されていることが確認できる。 



そこで、当該被保険者名簿の増減表を見ると、昭和 40 年 10 月の定時決定の

時期までは、定時決定を含む標準報酬月額の変更の届出に係る事跡が受付日付

とともに確認できるが、41 年１月 31 日付けで、被保険者数が 114 人から０人

になり、そのうちの 51 人について、前述のとおり同年５月 26 日付けで、資格

の喪失が取り消されている事跡が確認できる以後については、全喪日まで定時

決定等に係る届出の事跡が無いことを踏まえると、申立人に係る同年、42 年

及び 43 年の定時決定の事跡については、全喪日と同時期において遡って記載

された可能性が高いものと考えられる。 

さらに、同僚の陳述及びＡ社に係るＢ組織の機関誌により、申立期間におい

て、同社と従業員の間で解雇無効についての争議状態が継続していたことが認

められるところ、同社を管轄する年金事務所は、「資格の喪失の取消し処理の

みを行った場合、届出前の状態に戻るため従前の報酬が引き継がれると思われ

る。定時決定において、報酬が０円又は支払基礎日数が０日の場合は、従前の

報酬月額で決定する。」旨回答していることを踏まえると、当該定時決定の記

録について、遡って前述の訂正処理を行うこと、及び最低等級の標準報酬月額

7,000 円で決定することについての合理的な理由が見当たらない。 

加えて、複数の同僚は、「申立期間を含む争議中に社会保険料の滞納があっ

た。」旨陳述しており、当時のＡ社の担当者も、「労働争議中の社会保険料を

滞納していた。」と陳述している。 

これらを総合的に判断すると、申立人に係る昭和 41 年 10 月１日の標準報酬

月額を３万円に決定したこと及びその標準報酬月額を 7,000 円に訂正した処

理については、社会保険事務所（当時）においてこのような決定及び訂正処理

を行う合理的な理由があったとは認められないことから、当該処理に係る有効

な記録の訂正があったとは認められない。 

したがって、申立人の当該期間に係る標準報酬月額については、前述の被保

険者名簿における昭和 40 年 10 月の定時決定の記録から、３万円に訂正するこ

とが必要である。



大阪厚生年金 事案 13715 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を

昭和 51 年 12 月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 12 万 6,000 円とす

ることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 51 年 11 月 30 日から同年 12 月１日まで 

申立期間当時、Ａ社からＢ社へ設立支援のため出向したが、申立期間の

厚生年金保険被保険者記録が空白となっている。両社には継続して勤務し

ていたので、申立期間も厚生年金保険被保険者であったことを認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録、Ａ社提出の人事記録及び複数の同僚の陳述から判断す

ると、申立人が同社及びＢ社に継続して勤務し（昭和 51 年 12 月１日にＡ社か

らＢ社に出向）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 51

年 10 月の社会保険事務所（当時）の記録から、12 万 6,000 円とすることが妥

当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は不明としているものの、事業主が資格喪失日を昭和 51 年 12 月１日と届け

出たにもかかわらず、社会保険事務所がこれを同年 11 月 30 日と誤って記録す

ることは考え難いことから、事業主が同日を資格喪失日として届け、その結果、

社会保険事務所は申立人に係る同年 11 月の保険料について納入の告知を行っ

ておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付される

べき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、

申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められ

る。 



大阪厚生年金 事案 13716 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を

平成３年４月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 30 万円とすることが

必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 36 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成３年３月 31 日から同年４月１日まで 

平成３年３月 31 日までＡ社で勤務し、同年４月１日に関連会社のＢ社に

異動となったが、申立期間の厚生年金保険被保険者記録が空白となってい

る。調査の上、申立期間も厚生年金保険被保険者であったことを認めてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録、同僚の陳述及びＡ社の回答から判断すると、申立人が

同社及び関連会社のＢ社に継続して勤務し（平成３年４月１日にＡ社からＢ社

に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における平成３年

２月の社会保険事務所（当時）の記録から、30 万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は不明としているものの、事業主が資格喪失日を平成３年４月１日と届け出

たにもかかわらず、社会保険事務所がこれを同年３月 31 日と誤って記録する

ことは考え難いことから、事業主が同日を資格喪失日として届け、その結果、

社会保険事務所は申立人に係る同年３月の保険料について納入の告知を行っ

ておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付される

べき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申

立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



大阪厚生年金 事案 13717 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額の記録については、昭和 62 年３月は

20 万円、同年４月は 19 万円、同年５月は 18 万円に訂正することが必要であ

る。 

なお、事業主が申立人に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保

険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義

務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 62 年３月１日から同年６月１日まで 

Ａ社に勤務していた申立期間当時の給与明細書を見ると、昭和 62 年３月

に基本給が上がり、翌月からは厚生年金保険料の控除額も上がっているの

に、申立期間の標準報酬月額は前月までと同じ 17 万円となっており納得で

きない。申立期間の標準報酬月額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、厚生

年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき標準報

酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるの

は、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額の

それぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月

額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立人の申立期間に係る標準報酬月額については、申立人提出

の給与明細書で確認できる報酬月額から、昭和 62 年３月は 20 万円、同年４月

は 19 万円、同年５月は 18 万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、Ａ社

は既に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、申立期間当時の事業主

も死亡しているため、これらの者に確認することができず、このほかに確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらないことから、明らかでないと判断せざ



るを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が上記訂正後の標準報酬月額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して行

ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらな

いことから、行ったとは認められない。 



大阪厚生年金 事案 13718 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額の記録については、当該期間のうち、

平成 12 年 12 月及び 13 年１月を 24 万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保

険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義

務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 25 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： ① 平成元年１月 31 日から同年２月１日まで 

         ② 平成 12 年 12 月１日から 13 年２月１日まで 

ねんきん定期便が届いたので自身の記録を確認したところ、Ａ社に勤務し

た期間のうち、平成元年１月の加入記録が無いことが判明した。 

また、Ｂ社に勤務した期間の標準報酬月額が、実際に受け取っていた給与

支給額より低いことが判明した。 

申立期間①及び②の給与明細書を提出するので、申立期間①を厚生年金保

険被保険者期間であったと認めるとともに、申立期間②を正しい標準報酬月

額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人提出の給与明細書により、申立人は、申立期間②において、その主張

する標準報酬月額（24 万円）に基づく厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことが認められる。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は不明としており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は見当たら

ないことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの標準報酬月額に係る届出を社会保険事務所（当時）に行った

か否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらないこ

とから、行ったとは認められない。 



次に、申立期間①について、申立人は申立期間にＡ社に継続して勤務し、給

与から厚生年金保険料が控除されていたと申し立てている。 

しかし、雇用保険の加入記録によると、申立人の離職日は平成元年１月 30

日となっており、厚生年金保険被保険者の資格喪失日と符合する上、Ａ社に係

る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、昭和 63 年及び平成元年１月

に資格を喪失している５人のうち、雇用保険の加入記録が確認できる４人全員

が、離職日の翌日に厚生年金保険被保険者資格を喪失しており、整合した記録

となっている。 

また、申立人から提出された平成元年１月の給与明細書によると、17 万円

の標準報酬月額に見合う厚生年金保険料が控除されていることが確認できる

ものの、昭和 63 年 10 月及び同年 11 月の給与明細書からＡ社の保険料控除方

式は翌月控除であることがうかがえることから、当該保険料は同年 12 月分で

あると推認される。 

さらに、事業主は、「会社は平成 23 年６月に倒産しており、当時の資料は全

て廃棄しているため、申立人の勤務実態、報酬月額及び厚生年金保険料額につ

いては不明である。」旨回答している上、Ａ社に係る前述の被保険者名簿にお

いて、申立期間に被保険者記録の有る 65 人のうち所在判明者 11 人に文書照会

したところ、回答が有った２人は、いずれも申立人を記憶しているが、申立人

の退職日及び保険料控除等の状況については不明としている。 

加えて、オンライン記録によると、申立期間を含む平成元年１月から３年

12 月までの期間については、８年 12 月 10 日の届出により国民年金第３号被

保険者特例納付済期間となっていることが確認できる。 

このほか、申立人が申立期間①に係る厚生年金保険料を控除されていたこと

をうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 13719 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を

昭和 39 年７月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を１万円とすることが

必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 39 年６月 30 日から同年７月１日まで 

年金事務所から、申立期間当時の同僚の年金記録が訂正された旨の案内が

あったので自身の記録を確認したところ、申立期間が厚生年金保険被保険者

期間となっていないことが判明した。 

私は、昭和 39 年３月 16 日にＡ社に入社し、同年７月１日に同社Ｂ事業所

に転勤となったが、退職するまで同社に継続して勤務したのに、申立期間の

加入記録が無いのは納得できない。申立期間を厚生年金保険被保険者期間と

して認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が記憶する同僚の陳述から、申立人が申立期間にＡ社に継続して勤務

し（Ａ社から同社Ｂ事業所に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことが認められる。 

なお、異動日については、申立人と同時に異動したとする同僚が、昭和 39

年７月１日からＡ社Ｂ事業所で勤務した旨の陳述していることから、同日とす

るのが妥当である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 39 年５月の社会保険事務

所（当時）の記録から１万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付した事実を確認できない



ため不明としているが、事業主が資格喪失日を昭和 39 年７月１日と届け出た

にもかかわらず、社会保険事務所がこれを同年６月 30 日と誤って記録すると

は考え難いことから、事業主が同年６月 30 日を資格喪失日として届け、その

結果、社会保険事務所は、申立期間に係る同年６月の保険料について納入の告

知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納

付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業

主は申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行していな

いと認められる。 



大阪国民年金 事案 6479 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 48 年 10 月から 51 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女  

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48 年 10 月から 51 年３月まで 

私は、結婚前の国民年金保険料は未納であったが、昭和 50 年 10 月に結

婚後、夫が未納期間のうち、時効の成立していない期間の保険料を、同じ町

内に住んでいる集金人に毎年、年払いにより小切手で納付してくれた。 

夫は既に亡くなっており、詳しいことは分からないが、申立期間が未納

とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 50 年 10 月に結婚後、その夫が申立人の結婚前の国民年金保

険料の未納期間のうち、時効の成立していない申立期間の保険料を、集金人に

毎年、年払いにより小切手で納付してくれたと申し立てているところ、申立期

間のうち、48 年 10 月から 50 年３月までの保険料は過年度保険料となるが、

Ａ県Ｂ市は申立期間当時、集金人が過年度保険料を徴収すること、及び保険料

を小切手で受領することは考え難いとしている。 

また、申立人の夫の取引銀行における当座勘定元帳を調査したところ、当座

預金の口座を開設した時期は昭和 53 年９月であることが確認でき、結婚当時、

小切手を取り扱うことはできないことから、結婚後、夫が小切手で国民年金保

険料を納付してくれたとする申立人の陳述と符合しない。 

さらに、申立人は、国民年金保険料の納付に直接関与しておらず、申立人の

保険料を納付してくれたとするその夫は、既に亡くなっているため、当時の具

体的な納付状況は不明である上、夫が申立期間の保険料について納付していた

ことを示す関連資料（家計簿、確定申告書控え等）は無く、ほかに申立期間の

保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 6480（事案 2689 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 52 年３月から 61 年１月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 52 年３月から 61 年１月まで 

私は、時期ははっきりとは覚えていないが、Ａ県Ｂ市から同県Ｃ市に住民

票を移した昭和 52 年２月ごろ、自営業なら国民健康保険に加入しないとい

けないと言われて手続し、国民年金は少し遅れて手続したと思う。社会保険

事務所（当時）の方が毎月、月末に私の自宅に集金に来て、領収証書を書い

てくれた。妻又は私のどちらか家におる方が、夫婦二人分の国民年金保険料

を支払った。62 年に病気になり、障害年金の手続に行ったが加入日数が不

足していると言われ、認めてもらえなかった。その後、時期ははっきりとは

覚えていないが、社会保険事務所に行った時に、妻の結婚前の国民年金手帳

と私の厚生年金保険手帳２冊の合計３冊の手帳があったので、これらを１冊

にまとめてくれた。その際、担当者からコンピュータに記録を入力している

ので、領収証書及び手帳は破棄してくださいと言われたので私の方で処分し

た。会社に勤めて１年過ぎに社会保険庁（当時）から１通の手紙が来て、未

納があるので分割でもよいから納付してくださいとのことで、何回かに分け

て納付した。そして、何か月か後に、私の年金が過誤納になっているので、

還付の手続をしてくださいと連絡があったので手続し、郵便局で６万円前後

のお金を受け取った。社会保険事務所に電話して、全額完納ですかと聞くと

完納ですとの回答であった。再度、社会保険事務所に障害年金の手続に行く

と、申立期間が未納のために資格がありませんと言われた。社会保険庁の言

うことはころころと変わるが、申立期間の保険料は間違いなく納付したので、

未納とされていることは納得できないとして年金記録確認第三者委員会に

申し立てたが、認められなかった。 

今回、新たな資料等は無いが、申立期間について、私の納付記録が無いの

は納得できないので、再度審議してもらいたい。 



 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、申立人が当初申し立てた昭和 52 年４月

から 61 年１月までの期間について、既に当委員会の決定に基づき、ⅰ）申立

人が申立期間の前後の期間を含め、申立人の当時の住所地を管轄する複数の社

会保険事務所において、36 年４月から平成元年７月までの厚生年金保険の適

用期間を除く期間について、国民年金手帳記号番号払出簿の縦覧調査を行った

が、申立人の国民年金手帳記号番号が払い出された痕跡は見当たらず、申立期

間は国民年金の未加入期間となるため、制度上、国民年金保険料を納付するこ

とはできないこと、ⅱ）申立人が加入手続を行ったとするＣ市において、国民

年金に係る手続を行った場合に作成されるべき国民年金被保険者名簿（原票）

が確認できない状況と符合していること、ⅲ）未統合記録の可能性を確認する

ため、氏名の別読みによる検索も行ったが、その存在をうかがわせる事情は見

当たらなかったこと、ⅳ）申立人の妻の納付記録を見ると、申立期間のうち、

昭和 57 年 10 月から 60 年３月までの期間は申請免除期間となっており、申立

人又はその妻のどちらか家におる方が、夫婦二人分の保険料を支払ったとする

陳述とは符合しないこと、ⅴ）同市における保険料の収納方法は、申立期間の

うち、52 年４月から 53 年３月までは納付書による集金方式であるが、同年４

月以降は集金人制度が廃止されており、毎月末に集金人が集金に来て、領収証

書をもらったとする申立人の陳述とは符合しないこと、ⅵ）申立期間は 106

か月間と長期にわたっており、国民年金の事務処理は被保険者ごとに管理され

るものであることから、行政側がこれほどの長期にわたり事務処理を誤ったと

は考え難いこと、ⅶ）申立人の申立期間の保険料の納付をうかがわせる周辺事

情等も見当たらないことなどから、平成 21 年６月８日付けで、年金記録の訂

正は必要でないとする通知が行われている。 

申立人は、今回の再申立てに際し、新たな事情等は無いが、当初の申立期間

に昭和 52 年３月を追加した申立期間について、私の納付記録が無いのは納得

できないとしているところ、再度、申立人の当時の住所地における国民年金手

帳記号番号払出簿の縦覧調査を行ったが、申立人に対して国民年金手帳記号番

号が払い出されたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

また、申立人に対し、当時の国民年金保険料の納付をめぐる事情を酌み取ろ

うとしたが、新たな周辺事情を確認することができない上、ほかに委員会の当

初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないことから、申立人が申立期間

の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 6481 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 61 年２月から 63 年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 34 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 61 年２月から 63 年３月まで 

私は、昭和 58 年３月に大学を卒業後、国民年金に加入していなかったの

で、61 年２月に自身で加入手続に行った。 

現在所持している年金手帳は、その時に発行されたものである。 

申立期間の国民年金保険料は、どのように納付したのか全く覚えていない

が、私又は母親のいずれかが納付した。 

私は、国民年金に加入したいという意思があって、年金手帳を発行しても

らったにもかかわらず、申立期間の国民年金保険料が一度も納付されていな

いのは、自身の性格上あり得ないので、納付記録がないかよく調べてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 61 年２月に国民年金の加入手続を行い、申立期間の国民年

金保険料について、申立人又はその母親のいずれかが納付していたと主張する

のみであり、納付時期、納付書の様式及び納付方法等については全く覚えてい

ないと陳述している上、母親は既に亡くなっていることから、当時の納付状況

は不明である。 

また、申立人のオンライン記録を見ると、国庫金納付書が平成元年８月９日

に作成された事跡が確認できることから、当該納付書の作成時点において、申

立期間の一部の期間が未納となっていたことがうかがえる上、申立期間は２年

２か月間に及び、この間納付記録が連続して欠落することは考え難い。 

さらに、申立人又はその母親が申立期間の国民年金保険料について納付して

いたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書控え等）は無く、ほかに申立期

間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



                      

  

大阪国民年金 事案 6482（事案 6314 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 49 年４月から 51 年１月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできず、同年８月から 55 年３月までの保険料

については、免除されていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 26 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 49 年４月から 51 年１月まで 

             ② 昭和 51 年８月から 55 年３月まで 

会社を退職した後の昭和 49 年４月頃に、母がＡ県Ｂ市役所で私の国民年

金の加入手続を行い、申立期間①の国民年金保険料についても、母が納付し

てくれていたはずである。 

また、その後昭和 51 年８月に会社を退職した際は、私は無収入であった

ので、母がＢ市役所で申立期間②についての免除手続を行ってくれたはずで

ある。 

申立期間について、それぞれ国民年金保険料の納付済期間又は申請免除期

間とされていないのは納得できない。 

以上のことを年金記録確認第三者委員会に申し立てたが、認められない旨

の通知を受けた。 

新たな資料等は無いが、当該第三者委員会の結論に納得できないので、も

う一度審議してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、ⅰ）国民年金手帳記号番号払出簿、特殊

台帳及びＢ市保存の国民年金被保険者名簿を見ると、申立人の国民年金手帳記

号番号は、同市において、申立人が厚生年金保険被保険者資格を喪失した直後

の昭和 51 年８月 31 日を国民年金被保険者の資格取得日として、55 年５月に

払い出されていることが確認でき、申立ての加入時期と符合しない上、この資

格取得日からみて、申立期間①は国民年金の未加入期間となり、国民年金保険

料を納付することはできないこと、ⅱ）手帳記号番号の払出時点において、申



                      

  

立期間②の保険料については、遡って免除申請することはできない上、同市保

存の被保険者名簿を見ても、当該期間が申請免除期間であったことをうかがわ

せる事跡は確認できないこと、ⅲ）申立人に係る別の手帳記号番号の払出しに

ついて、オンライン記録により各種の氏名検索を行ったほか、当時の住所地に

おける手帳記号番号払出簿の縦覧調査を行ったが、申立人に別の手帳記号番号

が払い出されたことをうかがわせる事情も見当たらないこと、ⅳ）申立人は、

国民年金の加入手続、申立期間①の保険料の納付及び申立期間②の免除申請の

手続に関与しておらず、また、これらを行ったとするその母親も高齢のため、

当時の具体的な状況についての陳述を得ることができず、申立人から当該期間

の保険料の納付又は免除申請の手続をめぐる事情を酌み取ろうとしたが、新た

な周辺事情等を見いだすことはできなかったことなどから、既に当委員会の決

定に基づき、平成 24 年４月 27 日付けで、年金記録の訂正は必要でないとする

通知が行われている。 

今回、申立人から再申立てがあったが、新たな資料の提出は無く、そのほか

に委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情等は見当たらないことから、申

立人が申立期間①の国民年金保険料を納付していたものと認めることはでき

ず、申立期間②の保険料を免除されていたものと認めることはできない。 

 



大阪厚生年金 事案 13720 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

    住    所 ：  

              

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 44 年８月５日から 45 年 11 月 25 日まで 

                          ② 昭和 46 年６月中旬から 48 年６月１日まで 

厚生年金保険の加入記録を年金事務所に照会したところ、Ａ社に勤務し

た期間のうち、申立期間①及び②の被保険者記録が無いとの回答を受けた。 

申立期間についてもＡ社に勤務していたので、申立期間①及び②を厚生

年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

複数の元従業員の陳述から判断すると、期間は特定できないものの、申立期

間①及び②の一部においても、申立人がＡ社に勤務していたことがうかがえる。 

しかし、申立期間①及び②を通してＡ社における厚生年金保険被保険者記録

が有る元従業員は、「私は、Ａ社に勤務した期間のうち、入社当初は社会保険

に加入していなかった。そのうち加入させてくれるだろうと思っていたら、入

社してから２年後ぐらいに加入となった。社会保険に加入するまでの期間につ

いては、給与から保険料の控除が無かった。また、昭和 40 年代の始め頃に、

同社の上司に社会保険に加入しているかを尋ねたところ、手取額が多い方が良

いので加入していないと言っていた。当時は、従業員の出入りが多く、加入し

ていない者が多かったと思う。」旨陳述していることから、申立期間①及び②

の頃、同社では、必ずしも全ての従業員を漏れなく厚生年金保険に加入させて

いたわけではなかったことがうかがえる。 

また、申立人は、「Ａ社では、給与から保険料を控除されていなかった。同

社の前に勤務していた事業所では、保険料を控除されていなかったのに、厚生

年金保険の被保険者期間となっているので、当時、同社でも保険料を控除せず

に、従業員を厚生年金保険に加入させていたのではないか。」とも申し立てて



いるが、当時の厚生年金保険法では、保険料の負担について、「被保険者及び

被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料の半分を負担する」とされてお

り、また、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に

基づき、あっせんの対象となる事案は、事業主から、被保険者が負担すべき保

険料を源泉控除されていたと認められることが要件とされている。 

さらに、Ａ社は、「当時の資料を保管しておらず、保険料控除の状況は不明

である。」旨回答しており、同社から、申立人の申立期間①及び②に係る保険

料控除の状況を確認することができない。 

このほか、申立期間①及び②に係る厚生年金保険料の控除を確認できる関連

資料は無く、保険料控除をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



大阪厚生年金  事案 13721 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基 礎年金番 号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 31 年４月１日から 35 年７月１日まで 

年金事務所に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、Ａ社（現在は、

Ｂ社）に勤務した期間のうち、申立期間の被保険者記録が無いことが分かっ

た。 

Ａ社には、昭和 31 年４月１日に高校新卒の正社員として採用され、すぐ

に同社Ｃ出張所で３年間、その次は、同社Ｄ出張所で 34 年４月から 39 年１

月まで継続して勤務した。その後は、同社Ｅ出張所、同社Ｆ支店等の勤務を

経て 44 年３月 31 日に同社を退職した。 

申立期間について、Ａ社に勤務し、給与から保険料が控除されていたので、

厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及び申立人提出の写真から、申立人が申立期間にＡ社

に勤務していたことが推認できる。 

しかし、Ｂ社は、申立人の人事記録及び賃金台帳等は保管しておらず、申

立人の勤務実態及び保険料控除については不明としており、申立期間当時の事

務担当者も死亡しているため、これらの者から申立人の申立期間当時における

勤務実態及び保険料控除の状況は確認できない。 

また、Ａ社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、申立期間に被保険

者資格を取得している者 670 人中、所在の判明した 83 人に照会し 53 人から回

答を得たが、このうち、申立人と同じく昭和 31 年４月に高校新卒の正社員と

して入社したと回答した６人は、全員が「入社後の一定期間（２か月ないし２

年９か月）、厚生年金保険に加入していない。」旨回答しており、同社では、同

年４月入社の高校新卒者については、必ずしも入社と同時には厚生年金保険に



加入させていない状況がうかがえる上、これらの者からは厚生年金保険に加入

していない期間の保険料についての控除をうかがわせる陳述は得られない。 

さらに、前述の６人のうち、雇用保険の加入記録が確認できる３人につい

ては、雇用保険被保険者の資格取得日と各自が記憶する入社日とが一致する一

方、各自の厚生年金保険被保険者の資格取得日が前述のとおり、各自の記憶す

る入社日よりも数月ないし数年後となっており、Ａ社における雇用保険と厚生

年金保険の加入時期の取扱いが明らかでないことから、申立人が、同社におい

て雇用保険の被保険者資格を取得したと同時に、厚生年金保険に加入したとは

認め難い。 

加えて、日本年金機構Ｇブロック本部Ｈ事務センター及び同本部Ｉ事務セ

ンターは、申立期間当時のＪ県内及びＫ県内に所在するＡ社の関連適用事業所

に、申立人の記録は確認できないと回答している。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 13722 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10 年生 

    住    所 ：  

   

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 60 年６月１日から 62 年１月１日まで 

             ② 昭和 62 年２月 26 日から平成７年４月 29 日まで 

厚生年金保険の加入記録を年金事務所に照会したところ、Ａ社（現在は、

Ｂ社）に勤務した申立期間①及びＣ社で勤務した申立期間②について、標準

報酬月額が低く記録されていることが分かった。 

また、標準報酬月額が低く記録されているのは、Ａ社及びＣ社のいずれか

らも給与に加えて、自宅の家賃について現金支給されていたにもかかわらず、

当該家賃分が標準報酬月額に含まれていないことによるものである。 

申立期間①及び②の標準報酬月額について、当該家賃を含めた額に基づく

標準報酬月額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立人はＡ社において、同社から毎月の給与とは別

に自身が居住する賃貸住宅の家賃について、現金支給されていたにもかかわら

ず、その家賃相当額が当該期間に係る申立人の標準報酬月額に反映されていな

いと申し立てている。 

しかし、Ｂ社の代表取締役は、「申立期間①当時、当社が申立人に支給して

いた家賃については、会社の諸経費であって給与扱いの経費ではなかった。」

旨陳述している上、同社から提出された申立人に係る昭和 60 年分所得税源泉

徴収簿を見ると、申立期間①のうち、同年６月から同年８月までの各厚生年金

保険料控除額は、オンライン記録の標準報酬月額 28 万円に基づく保険料控除

額と同額であることが確認できる。 

また、申立人のＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票を見ても、

不自然な点は見当たらない。 



次に、申立期間②について、申立人はＣ社においても、同社から毎月の給

与とは別に申立期間①と同様に家賃について、現金支給されていたにもかかわ

らず、これが標準報酬月額に反映されていないと申し立てているところ、同社

が発行した「家賃負担証明書」により、同社が申立人の住居に係る家賃９万

4,000 円を負担していたことが確認できる。 

また、申立人から提出された預金通帳の写しにおいて確認できる同社から

の給与振込額に、当該家賃相当額を加えた総額は、オンライン記録の標準報酬

月額を上回っていることが確認できる。 

しかし、Ｃ社の代表取締役は、「申立期間②当時の関連資料は廃棄済みのた

め、申立人の申立期間②に係る給与支給額及び保険料控除額については不明で

あるが、申立期間②当時、当社が申立人に対し支給していた家賃は、給与扱い

のものではなかった。」旨陳述している。 

また、Ｃ社に係るオンライン記録において、申立期間②に厚生年金保険被

保険者記録が確認できる元従業員のうち、連絡先が判明した者に対し照会を行

ったが、同社の標準報酬月額の算定に当たって当該家賃相当額の取扱いについ

て確認することはできなかった。 

さらに、申立人のＣ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票及びオン

ライン記録には、不自然な点は見当たらない。 

このほか、申立期間①及び②について、申立人から給与明細書の提出は無

く、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立期間①及び②について、申立人がその主張する標準報酬月額に相当する厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。



大阪厚生年金 事案 13723 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 10 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 33 年 12 月 21 日から 38 年４月 21 日まで 

平成７年に、老齢厚生年金の受給について社会保険事務所（当時）に相談

したところ、Ａ社における厚生年金保険の加入期間が脱退手当金支給済みと

記録されていることが分かった。 

その時は、自身で脱退手当金を請求したことはなく、受給した記憶もなか

ったが、実兄である事業主が勝手に受給したのではないかと思っていた。 

ところが最近になって、当時の同僚から、「自身はＡ社での記録が有るの

に、あなたの記録が無いのはおかしいね。」と言われたこともあって、改め

て自身の年金記録について調査してもらおうと思い直した。 

いずれにせよ、私自身は、申立期間に係る脱退手当金を受け取っていない

ので、申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を請求した記憶はなく受給していな

いと申し立てている。 

しかし、申立人のＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿及び厚生

年金保険被保険者台帳記号番号払出簿を見ると、申立人の生年月日については、

申立人が同社で被保険者資格を喪失した約２か月後の昭和38年６月17日付け

で、訂正処理されたことを示す事跡が確認できるところ、申立期間に係る脱退

手当金の支給決定が同年８月８日となっていることを踏まえると、脱退手当金

の請求に伴って当該訂正が行われたものと考えるのが自然である。 

また、前述の被保険者名簿の申立人欄には、脱退手当金の支給を意味する

「脱」の表示に併せて、当該脱退手当金の請求年月（昭和 38 年７月）を意味

すると考えられる「38 ７」の表示がそれぞれ確認できるほか、申立期間に係



る脱退手当金の支給額に計算上の誤りは無いなど、一連の事務処理に不自然さ

はうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても、受給した記憶がないというほかに脱退手

当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情等を総合的に判断すると、申立人は、申立

期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 


